
 

令和６年度第３回埼玉地方最低賃金審議会 

日時：令和６年７月 29日（月） 午前９時３０分～ 

場所：埼玉労働局 15階会議室 

議題 資料 

 

１ 特定最低賃金の改正決定等について（諮問） 

 

２ その他 

  

資料１ 特定最低賃金の改正決定の申出状況 

  

資料２ 特定最低賃金の改正決定等について（諮問）（写） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



特定最低賃金の改正決定の申出状況 

 

ケー

ス別 

特定最低賃金の件名 

（適用対象業種の範囲） 
適用労働者数 申出日及び申出者 

協約覚書適用労働者数 

又は機関決定労働者数 

(適用労働者に占める割合)  

労働

協約 

非鉄金属製造業 

※ Ｅ２３（小分類のＥ２３１・

２３５・２３９を除く。） 

４，６５０

人 

令和６年７月１９日 

・日本基幹産業労働組合連合

会 埼玉県本部 

委員長 羽田野 省三 

・ＪＡＭ埼玉 

会長 今井 信博 

・全日本電線関連産業労働組

合連合会 埼玉地方協議会 

議長 廣瀬 裕        

２，４９４人 

 （５３．６３％） 

労働

協約 

電子部品・デバイス・電子回

路、電気機械器具、情報通信機

械器具製造業 

※ Ｅ２８、Ｅ２９（細分類のＥ

２９７３（心電計製造業を

除く。）を除く。）、 Ｅ３０ 

３６，５８０

人 

令和６年７月１９日 

・全日本電機･電子･情報関連

産業労働組合連合会 

 埼玉地方協議会 

議長 竹内 秀之  

・ＪＡＭ埼玉 

会長 今井 信博 

１７，９８２人 

（４９．１６％） 

労働

協約 

輸送用機械器具製造業 

※ Ｅ３１（小分類のＥ３１５・

３１９（細分類のＥ３１９

１を除く。）を除く。） 

３８，１９０

人 

令和６年７月１９日 

・全日本自動車産業労働組合

総連合会 埼玉地方協議会 

 議長 髙橋 克彦 

・ＪＡＭ埼玉 

会長 今井 信博 

２０，２３４人 

（５２．９８％） 

労働

協約 

光学機械器具･レンズ、時計･

同部分品製造業 

※ Ｅ２７５、Ｅ３２３ 
３，４００

人 

令和６年７月１９日 

・ＪＡＭ埼玉 

会長 今井 信博 

・日本化学エネルギー産業労

働組合連合会  

埼玉地方連絡会 

議長 小池 弘之 

１，７３８人 

（５１．１２％） 

公正

競争 

自動車小売業 

※ Ｉ５９１（細分類のＩ５９

１４を除く。） 

２１，２５０

人 

令和６年７月１９日 

・全日本自動車産業労働組合

総連合会 埼玉地方協議会    

議長 髙橋 克彦 

７，２７２人 

 （３４．２２％） 

※は、日本標準産業分類（平成２５年１０月３０日総務省告示第４０５号）による分類を記載。 



埼労発基 0729 第１号 

令 和 ６ 年 ７ 月 2 9 日 

 

 埼玉地方最低賃金審議会  

  会 長  土 屋  直 樹  殿  

 

埼 玉 労 働 局 長 

 片 淵  仁 文 

 

特定最低賃金の改正決定等について（諮問）  

 

最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）第 15 条第１項に基づき、下記

の最低賃金の改正決定に関する申出があったので、同法第 21 条の規定に

より、その必要性の有無について、貴会の意見を求める。また、貴会にお

ける調査審議の結果、下記の最低賃金のうち、改正決定することの必要性

があると認めるとの結論に達した最低賃金の改正決定について、同法第

15 条第２項の規定に基づき、併せて貴会の調査審議をお願いする。  

 

記  

 

 １ 埼玉県非鉄金属製造業最低賃金 

   （平成 20年埼玉労働局最低賃金公示第２号） 

 

 ２ 埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造

業最低賃金 

（平成 20年埼玉労働局最低賃金公示第３号） 

 

 ３ 埼玉県輸送用機械器具製造業最低賃金 

（平成 20年埼玉労働局最低賃金公示第４号） 

 

 ４ 埼玉県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金 

   （平成 20年埼玉労働局最低賃金公示第５号） 

 

 ５ 埼玉県自動車小売業最低賃金 

（平成 20年埼玉労働局最低賃金公示第７号） 

namakidanit
写
ここにメモを書いてください。


